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第 1日 平成 22年 7月 13日（火曜日） 

 
平成 22年 

 

愛媛県後期高齢者医療広域連合議会第 2回臨時会会議録 

 
愛媛県後期高齢者医療広域連合告示第 3号 
 平成 22年愛媛県後期高齢者医療広域連合議会第 2回臨時会の招集について、次のとおり告示する。 
  平成 22年 7月 6日 

愛媛県後期高齢者医療広域連合長 中 村 時 広      
 
   愛媛県後期高齢者医療広域連合議会第 2回臨時会の招集について 
 
1 日 時  平成 22年 7月 13日（火）午後 1時 30分 
2 場 所  松山市二番町四丁目７番地２ 
       松山市役所 本館 11階 大会議室 

 
 

平成 22年 7月 13日（火曜日） 
   議事日程 第 1号 

7月 13日（火曜日）午後 1時 30分開議 
日程第 1 

 仮議席の指定（新議員） 
日程第 2 

議長の選挙 
日程第 3 

 議席の指定 
日程第 4 

会議録署名議員の指名 
日程第 5 

 会期の決定 

日程第 6 

 副議長の選挙 

日程第 7 

 諸般の報告 

日程第 8 

 議案第 9号 愛媛県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任に関し同意を求めることについて 
日程第 9 
議案第 10号 平成 22年度愛媛県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1号） 
日程第 10 
議案第 11号 愛媛県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正について 
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本日の会議に付した事件 

日程第 1 

 仮議席の指定（新議員） 
日程第 2 

議長の選挙 
日程第 3 

 議席の指定 
日程第 4 

会議録署名議員の指名 
日程第 5 

 会期の決定 

日程第 6 

 副議長の選挙 

日程第 7 

 諸般の報告 

日程第 8 

議案第 9号 
日程第 9 
議案第 10号 
日程第 10 
議案第 11号 

 
 
  出席議員（25名） 
      2番  稲 葉 輝 二          3番  田 坂 信 一 
      4番  八 木 健 治          5番  長 野 和 幸 
      6番  白 石 勝 好          7番  石 橋 寛 久 
      8番  萩 森 良 房          9番  仙 波 憲 一 
      10番  近 藤   司          11番  藤 田 義 規 
      12番  德 増 稚養一          13番  清 水   裕 
      14番  中 村   佑          15番  井 原   巧 
      16番  三 好 幹 二          17番  大 西   勉 
      18番  上 村 俊 之          19番  髙 野 宗 城 
      20番  白 石 勝 也          21番  中 村 剛 志 
      22番  稲 本 隆 壽          23番  菊 池 孝 平 
      24番  稲 田   溜          25番  山 崎   保 
           26番  清 水 雅 文 
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  第 1日 平成 22年 7月 13日（火曜日） 

 

職務のために出席した事務局職員職氏名 

      総務企画係長  河 端 宏 二     資格管理係長  小 川 泰 人 
      医療給付係長  木 村   正     主    査  田 中   康 
      主    事  芝 田 裕 治      
 
 
 説明のために出席した者の職氏名 

      広域連合長  中 村 時 広     副広域連合長  佐々木   龍 
      副広域連合長  山 下 和 彦     監 査 委 員  兵 頭   正 
      会計管理者  上河内   孝     事 務 局 長  津 吉 不二夫 
      事務局次長兼総務課長  横 田 幸 三     事 業 課 長  羽 藤 隆 信 
 
                                                  
 

◆◆◆ 午後 1時 30 分開会 ◆◆◆ 

 

○津吉事務局長 現在、当広域連合議会の議長並びに副議長が空席になっております。議長が選挙されるまで

の間、地方自治法第 107 条の規定により、年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。 

出席議員中、稲田議員が年長ですので、ご紹介申し上げます。 

それでは、稲田臨時議長よろしくお願い致します。 

 

［稲田臨時議長 議長席に着く］ 

 

○稲田臨時議長 ただいまご紹介いただきました、稲田でございます。地方自治法第 107 条の規定により、臨

時に議長の職務を行います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

ただいまから平成 22 年愛媛県後期高齢者医療広域連合議会第 2回臨時会を開会致します。 

 

 

◆◆◆ 広域連合長招集あいさつ ◆◆◆ 

 

○稲田臨時議長 広域連合長より、今議会招集のあいさつがあります。中村広域連合長。 

   

[ 中村広域連合長 登壇 ] 

 

○中村広域連合長 本日、ここに愛媛県後期高齢者医療広域連合議員の皆様方の御参集をお願い申し上げ、 

平成 22 年第 2回臨時会を開会するに当たりまして、ごあいさつを申し上げます。 

  議員の皆様には、平素から、当広域連合の運営に格別の御理解と御協力をいただいておりますことを、厚

く御礼申し上げます。 

  さて、当広域連合を取り巻く状況でありますが、後期高齢者医療制度は、昨年 9月の政権交代に伴い、廃

止が決定されており、現在、厚生労働大臣が主宰する「高齢者医療制度改革会議」において、後期高齢者医 
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療制度廃止後の新たな制度について検討が進められているところであります。 

また、厚生労働省は、年末に改革会議で最終案を取りまとめ、平成 23 年 1 月に法案を提出するといった

スケジュールを示しております。新制度創設に向けて健康保険組合や市町村国保といった保険者間の財政調

整、さらには新制度の受け皿づくりをめぐって難航が予想されているのが現状であります。いずれにいたし

ましても、高齢者に限らず誰もがわかりやすい制度が創設されることを強く望むものでございます。 

  また、その一方で、新たな医療制度が施行されるまでの間、当広域連合といたしましては、いかなる状況

におきましても、高齢者への医療サービスの停滞を招かないよう、今度とも現行制度の各種業務を的確に進

め、高齢者の方が安心して医療を受けられるように努めてまいる所存でございます。 

今議会では、副広域連合長の選任同意、平成 22 年度特別会計補正予算案、条例の一部改正について、円

滑に制度運営するための議案を提案させていただく次第でございます。 

何とぞ十分なご審議をいただき、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げまして、今議会の招集のご

あいさつとさせていただきます。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

○稲田臨時議長 去る 6月 2日開会の松山市議会におきまして、田坂信一議員、八木健治議員が、6月 1日開

会の西条市議会におきまして、藤田義規議員が新たに選出されておりますので御紹介致します。 

  恐れ入りますが、お名前を呼ばれた方から一言づつごあいさつをお願い致します。 

まず、田坂信一議員。 

 

[ 田坂議員 登壇 ] 

 

○田坂議員 ただいま御紹介をいただきました、田坂信一でございます。広域連合議員としてその職責を十分

務めてまいりたいと思いますので、皆様方の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 

 

（拍手） 

 

○稲田臨時議長 八木健治議員。 

 

[ 八木議員 登壇 ] 

 

○八木議員 ただいま御紹介をいただきました、八木健治でございます。皆様からの御指導をいただきながら

今後一生懸命職責を全うしてまいる決意でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

（拍手） 

 

○稲田臨時議長 藤田義規議員。 

 

[ 藤田議員 登壇 ] 
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○藤田議員 御紹介いただきました、西条市副市長の藤田義規と申します。皆様方の御指導を賜りながら職責

を果たしてまいりたいと考えておりますので、今後ともの御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い致します。 

 

（拍手） 

 

○稲田臨時議長 以上で紹介を終わります。 

 

 

 

◆◆◆   開    議   ◆◆◆ 

 

○稲田臨時議長 これより、本日の会議を開きます。 

臨時議長において作成しました議事日程は、お手元に配付の日程第 1及び第 2であります。 

 

 

 

◆◆◆ 仮 議席の指定（新議員） ◆◆◆ 

 
○稲田臨時議長 まず、日程第 1、「仮議席の指定」を行います。新たに選出されました議員の仮議席は、た

だいま御着席の議席と指定致します。 
 
 
 

◆◆◆ 議 長 の 選 挙 ◆◆◆ 
 
○稲田臨時議長 次に、日程第 2、「議長の選挙」を行います。 
  本選挙は、広域連合議会の議長でありました菊池議員の任期満了に伴い、議長が欠員となりましたので、

その選挙を行うものであります。 
  お諮り致します。選挙の方法につきましては、地方自治法第 118 条第 2 項の規定により指名推選により
たいと思います。 
これに御異議ありませんか。 

[ 「異議なし」の声あり ] 
○稲田臨時議長 御異議なしと認めます。 

  したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定致しました。 

お諮り致します。指名の方法につきましては、臨時議長を務めております私から指名することに致したい

と思います。 

これに御異議ありませんか。 

[ 「異議なし」の声あり ] 
○稲田臨時議長 御異議なしと認めます。 

  したがって、臨時議長を務めております私から指名することに決定致しました。 
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それでは、愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議長に田坂信一議員を指名致します。 

お諮り致します。ただいま臨時議長において指名致しました田坂議員を愛媛県後期高齢者医療広域連合議会

議長選挙の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

[ 「異議なし」の声あり ] 
○稲田臨時議長 御異議なしと認めます。 

  したがって、ただいま指名致しました田坂信一議員が愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議長選挙に当選さ 

れました。 ただいま議長に当選されました田坂議員が議場におられますので、この席から、会議規則第 32 条第 2

項の規定による告知を致します。 

議長に当選されました田坂議員のごあいさつがあります。 

 
[ 田坂議長 登壇 ] 

 

○田坂議長 ただいま御紹介をいただきました、田坂でございます。議長就任にあたりまして一言ごあいさつ

を申し上げます。先程は、皆様方より御推挙をいただきまして、厚く御礼申し上げます。 

  現在、後期高齢者医療制度は、新たに再構築されようとしておりますが、そうした大変な時期であります

だけに、県内全体で円滑に運営できるよう、理事者、議員の皆様方と連携を図りまして、議会の適正な運営

に万全を期したいと思っております。 

  どうか今後とも御指導、御協力をお願い申しあげまして、簡単でございますが、就任のあいさつとかえさ

せていただきます。ありがとうございました。 

 

（拍手） 

 

○稲田臨時議長 以上を持ちまして、臨時議長の職務は終わりました。皆様方の御協力に感謝を致します。 

  田坂議長、議長席にお着き願います。 

[ 稲田臨時議長 自席へ、 
田坂議長 議長席へ ] 

 

 

 
◆◆◆ 議 席 の 指 定 ◆◆◆ 

 

○田坂議長 議長において作成致しました議事日程は、お手元に配布の日程第 3以下であります。 

  まず、日程第 3、「議席の指定」を行います。今回新たに選出されました議員の議席は会議規則第４条第

１項の規定により、議長において、ただいま御着席の議席と指定致します。 

 

 

◆◆◆ 会議録署名議員の指名 ◆◆◆ 

 

○田坂議長 次に日程第 4、「会議録署名議員の指名」を行います。 
会議録署名議員は、会議規則第 74条の規定により、議長において 21番中村議員、22番稲本議員を指名 
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致します。 
 

  
◆◆◆ 会 期 の 決 定 ◆◆◆ 

 
○田坂議長 次に、日程第 5、「会期の決定」を議題と致します。 
  お諮り致します。今期、臨時会の会期は本日 1日と致したいと思います。 
これに御異議ありませんか。 

[ 「異議なし」の声あり ] 
○田坂議長 御異議なしと認めます。 
  したがって、会期は本日 1日と決定致しました。 
 
 
 

◆◆◆ 副 議 長 の 選 挙 ◆◆◆ 
 
○田坂議長 次に、日程第 6、「副議長の選挙」を行います。 
  本選挙は、広域連合議会の副議長でありました渡部議員が西条市副市長を辞職したことに伴い、広域連合

議員の身分を有しなくなったため、副議長が欠員となりましたので、その選挙を行うものであります。 
  お諮り致します。選挙の方法につきましては、地方自治法第 118 条第 2 項の規定により指名推選により
たいと思います。 
これに御異議ありませんか。 

[ 「異議なし」の声あり ] 
○田坂議長 御異議なしと認めます。 

  したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定致しました。 

お諮り致します。指名の方法につきましては、議長において指名することに致したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

[ 「異議なし」の声あり ] 
○田坂議長 御異議なしと認めます。 

  したがって、議長において指名することに決定致しました。 

それでは、愛媛県後期高齢者医療広域連合議会副議長に長野和幸議員を指名致します。 

お諮り致します。ただいま議長において指名致しました長野議員を愛媛県後期高齢者医療広域連合議会副議長

の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

[ 「異議なし」の声あり ] 
○田坂議長 御異議なしと認めます。 

  したがって、ただいま指名致しました長野和幸議員が愛媛県後期高齢者医療広域連合議会副議長選挙に当

選されました。ただいま副議長に当選されました長野議員が議場におられますので、この席から、会議規則第 32 条

第 2項の規定による告知を致します。 

  副議長に当選されました長野議員のごあいさつがあります。 
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[ 長野副議長 登壇 ] 

 

○長野副議長 副議長の就任にあたりまして一言ごあいさつを申しあげます。ただいま皆様方の御推挙をいた

だきまして、副議長に就任致しました長野和幸でございます。田坂議長の補佐役として、広域連合議会の円

滑な運営に努めてまいる所存でございます。今後とも、皆様方のなお一層の御指導、御支援を賜りますよう

お願い申しあげまして簡単ではございますが、就任にあたりましてのあいさつとさせていただきます。どう 

ぞよろしくお願い致します。 

 

（拍手） 

 
 

◆◆◆ 諸 般 の 報 告 ◆◆◆ 
 
○田坂議長 次に、日程第 7、「諸般の報告」を申し上げます。 
監査委員からお手元配付の例月現金出納検査結果報告書のとおり報告がありましたので、即日写しを送付

しておきました。 
  以上で、諸般の報告を終わります。 
 
 
 

◆◆◆ 議案第 9号 ◆◆◆ 
 
○田坂議長 次に、日程第 8、議案第 9号「愛媛県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任に関し同意を

求めることについて」を議題と致します。 
これより、提案理由の説明を求めます。中村広域連合長。 

 
[ 中村広域連合長 登壇 ] 

 
○中村広域連合長 議案第 9 号愛媛県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任に関し同意を求めること
について、提案理由の説明を申し上げます。議案書の 1ページをお開きください。 

  本件は、愛媛県後期高齢者医療広域連合規約第 13条の規定に基づき、当広域連合副広域連合長の任期が
満了したことに伴い、同規約第 12条第 4項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 
提案の内容につきましては、山下和彦氏を推薦致したいと思う次第でございます。同氏は、平成 22 年 4

月 15日をもって当広域連合副広域連合長の任期が満了致しましたので、その後任者として重ねて選任いた
したく提案を申し上げる次第でございます。 
略歴を申し上げますと、昭和 39年 4月 1日に伊方町に奉職され、平成 18年 3月 9日に退職後、同年 4
月に伊方町長に就任、今年 4 月の町長選挙において再選され、現在 2 期目を務められております。したが
いまして、当広域連合の副広域連合長として誠に適任と存じますので、よろしく御同意のほどお願い申し上

げます。 
○田坂議長 以上で説明は終わりました。 
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本件にたいする質疑及び討論は、発言通告がありませんので、ただちに採決を行います。 

  お諮り致します。ただいま議題となっております議案第 9号、愛媛県後期高齢者医療広域連合副広域連合     

長の選任に関し同意を求めることについては、同意することに、御異議ありませんか。 
[ 「異議なし」の声あり ] 

○田坂議長 御異議なしと認めます。 
  したがって、本件は同意することに決定致しました。 
  この際、ただいま副広域連合長の選任に関し同意を与えました山下副広域連合長の出席を求めます。 

  
[ 山下副広域連合長 入場 ] 

 
○田坂議長 山下副広域連合長のあいさつを求めます。 

 

[ 山下副広域連合長 登壇 ] 
 

○山下副広域連合長 ただいま御紹介をいただきました、山下でございます。このたびは、広域連合の副広域

連合長選任の御同意をいただきましたことに対しまして、厚く御礼を申し上げたいと思います。 
さて、平成 24年度末をもちまして後期高齢者医療制度は廃止され、現在、新制度のあり方について検討

がなされているところであります。今後、国から示されることとなる検討結果につきましては、的確な対応

ができるよう関係市町と連携を図りながら、中村広域連合長の補佐役として、誠心誠意努めてまいる所存で

ございます。 
議員の皆様方をはじめ、各市町長また関係各位の皆様方の御理解と御協力を賜りますようお願い申しあげ

まして、簡単ではございますが、副広域連合長就任のごあいさつとさせていただきます。よろしくお願い致

します。 
 

（拍手） 

 
 

◆◆◆ 議案第 10号 ◆◆◆ 
 
○田坂議長 次に、日程第 9、議案第 10 号「平成 22 年度愛媛県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別 

会計補正予算（第 1号）」を議題と致します。 
これより、提案理由の説明を求めます。津吉事務局長。 

 
[ 津吉事務局長 登壇 ] 

 
○津吉事務局 議案第 10号について、提案理由の説明を申しあげます。議案書の 3ページをお開きください。 
「平成 22 年度愛媛県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）」についてであ
ります。 
今回の補正予算案につきましては、高額医療高額介護合算療養費の前年度精算分を含む、平成 22年度当

初予算額を超える支給見込額の予算措置、並びに平成 21年度療養給付費市町負担金及び後期高齢者交付金 
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の精算に伴う所要経費について補正予算を提案するものでございます。 
今回の補正予算案の総額は、14億 9,222万 8千円を増額するもので、補正後の予算総額は、歳入歳出そ

れぞれ 1,737億 442万 7千円となるものであります。別冊の説明書 4ページと 5ページをお開きください。    
まず、「歳出」から御説明申し上げます。高額医療高額介護合算療養費支給の予算措置といたしまして、2
款「保険給付費」1項「療養諸費」1目「療養給付費」を 2億 8,000万円減額し、2款「保険給付費」2項
「高額療養諸費」2目「高額介護合算療養費」を 2億 8,000万円増額、歳出の組み替えをするものでござい
ます。また、7款「諸支出金」1項「償還金及び還付加算金」の補正額 14億 9,222万 8千円は、平成 21年 
度の療養給付費が、国が想定していた医療費の伸び率を下回ったことによるものでございます。その内訳と 
いたしまして、療養給付費市町負担金については、1町を除く各市町に対し、総額で 8億 882万 6千円を、 
後期高齢者交付金については、社会保険診療報酬支払基金に対し、6億 8,340万 2千円を前年度繰越金等を
財源として、それぞれ返還するものでございます。 
次に、歳入について御説明申し上げます。恐れ入りますが説明書 3ページにお戻りください。1款「市町 

支出金」1項「市町負担金」は、平成 21年度療養給付費市町負担金の精算によって不足が生じた町に対し、
332万 2千円を求めるものでございます。7款「繰越金」1項「繰越金」補正額 14億 8,890万 6千円は、
前年度からの繰越金でございます。 
以上で、説明を終わります。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○田坂議長 以上で説明は終わりました。 
  本件に対する質疑及び討論は、発言通告がありませんので、ただちに採決を行います。 
 お諮り致します。ただいま議題となっております議案第 10 号、平成 22 年度愛媛県後期高齢者医療広域
連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1号）ついては、原案可決することに、御異議ありませんか。 

[ 「異議なし」の声あり ] 
○田坂議長 御異議なしと認めます。 
したがって、本件は原案可決することに決定致しました。 

 
 

◆◆◆ 議案第 11号 ◆◆◆ 
 
○田坂議長 次に、日程第 10、議案第 11 号「愛媛県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間及び休暇等に関 

する条例の一部改正について」を議題と致します。 
これより、提案理由の説明を求めます。津吉事務局長。 

 
[ 津吉事務局長 登壇 ] 

 
○津吉事務局長 議案第 11号について、提案理由の説明を申しあげます。 
議案書の 7ページをお開きください。 

「愛媛県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正」ついてであります。 
  本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、広域連合の職員の勤務時間及び休暇等

に関する条例について、所要の規定を整備するものでございます。 
  以上で説明を終わります。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 
○田坂議長 以上で説明は終わりました。 
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  第 1日 平成 22年 7月 13日（火曜日） 

 
本件に対する質疑及び討論は、発言通告がありませんので、ただちに採決を行います。 

  お諮り致します。ただいま議題となっております議案第 11号、愛媛県後期高齢者医療広域連合職員の勤
務時間及び休暇等に関する条例の一部改正ついては、原案可決することに、御異議ありませんか。 

[ 「異議なし」の声あり ] 
○田坂議長 御異議なしと認めます。 
したがって、本件は原案可決することに決定致しました。 
以上で、日程は全て終了致しました。 

 
 
 

◆◆◆   閉    議   ◆◆◆ 
 

○田坂議長 したがって、本日の会議を閉じます。 
 
 
 

◆◆◆ 広域連合長閉会あいさつ ◆◆◆ 
 
○田坂議長 閉会にあたり、広域連合長からあいさつがあります。中村広域連合長。 
 

 [ 中村広域連合長 登壇 ] 
 
○中村広域連合長 平成 22年愛媛県後期高齢者医療広域連合議会第 2回臨時会の閉会にあたりまして、ごあ 
いさつを申し上げます。 
   議員の皆様には特別会計補正予算案並びに条例の一部改正、また、人事案件として、副広域連合長の選任
同意について御審議いただき、御決定を賜りまして、ここに滞りなく会議を終了できましたことを厚く御礼

を申し上げます。 
   冒頭でも申し上げましたように、新たな高齢者医療制度のあり方について現在、「高齢者医療制度改革会
議」において検討されているところですが、加速する高齢化に伴い、医療費の増大に歯止めがかからない状

況下にあって、持続可能な制度を構築するためには、的確な医療費の将来設計に基づいた、多角的で慎重な

議論が大変重要でございます。新たな制度設計においては、平成 20年度から開始された現行制度のような
混乱を招くことのないよう、市町村をはじめ、さまざまな関係者の理解を得ることが不可欠であります。そ

して、高齢者はもとより広く国民の信頼と納得が得られる新たな制度が構築されることを願うものでありま

して、「全国後期高齢者医療広域連合協議会」や「全国市長会」を通じてこうした思いを要望してまいりた

いと思っています。 
また、当広域連合といたしましては、国の動向を注視し、各市町との連携を図りながら、円滑な運営に努

めてまいりたいと考えております。議員の皆様方にも引き続き御支援、御協力を賜りますようお願い申し上

げまして、閉会にあたってのごあいさつとさせていただきます。 
どうもありがとうございました。 
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（拍 手） 

 
 

◆◆◆   閉    会   ◆◆◆ 
 
○田坂議長 これをもちまして、平成 22年愛媛県後期高齢者医療広域連合議会第 2回臨時会を閉会致します。 
 

午後 2時 2分閉会 
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